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（百万円未満四捨五入）

（１）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

収益合計
収益合計

（金融費用控除後）
税引前

当期純利益
当社株主に帰属する

当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年３月期 2,486,726 56.0 1,335,577 △2.1 149,474 △34.0 92,786 △35.1

2022年３月期 1,593,999 △1.4 1,363,890 △2.7 226,623 △1.8 142,996 △6.6

（注）  包括利益 2023年３月期 283,215百万円（ △10.3％） 2022年３月期 315,576百万円（ 111.4％）

１株当たり
当社株主に帰属する

当期純利益

希薄化後１株当たり
当社株主に帰属する

当期純利益

株主資本
当社株主に帰属する

当期純利益率

総資産税引前
当期純利益率

収益合計
税引前利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2023年３月期 30.86 29.74 3.1 0.3 6.0

2022年３月期 46.68 45.23 5.1 0.5 14.2

（参考）  持分法投資損益 2023年３月期 41,910百万円 2022年３月期 32,083百万円

総資産
資本合計
（純資産）

株主資本 株主資本比率
１株当たり
株主資本

百万円 百万円 百万円 ％ 円 銭

2023年３月期 47,771,802 3,224,142 3,148,567 6.6 1,048.24

2022年３月期 43,412,156 2,972,803 2,914,605 6.7 965.80

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金、現金同等物、制限付き

現金および制限付き現金同等

物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2023年３月期 △974,750 38,945 1,291,697 3,820,852

2022年３月期 △1,368,710 △45,301 1,070,715 3,316,408

年間配当金
配当金総額
（合計）

配当性向
(連結）

株主資本
配当率
（連結）第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

2022年３月期 － 8.00 － 14.00 22.00 67,015 47.1 2.4

2023年３月期 － 5.00 － 12.00 17.00 51,056 55.1 1.7

１．2023年３月期の連結業績（2022年４月１日～2023年３月31日）

（２）連結財政状態

（注）  本ページ以外では、「株主資本」を「当社株主資本」と表示しております。

（３）連結キャッシュ・フローの状況

２．配当の状況

３．2024年３月期の連結業績予想（2023年４月１日～2024年３月31日）

  当社は各国の資本市場において多角的に投資金融サービス業を展開しており、また当該市場には経済情勢、相場環境
等に起因するさまざまな不確実性が存在しております。このため当社は、業績予想の記載は行っておりません。
  また同様の理由から、2024年３月期の配当予想額は未定であるため、記載しておりません。



①  期末発行済株式数（自己株式を含む）  2023年３月期 3,233,562,601株  2022年３月期 3,233,562,601株

②  期末自己株式数  2023年３月期 229,883,277株  2022年３月期 215,758,589株

③  期中平均株式数  2023年３月期 3,006,744,201株  2022年３月期 3,063,524,091株

※  注記事項
（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）               ：無

（２）会計方針の変更
①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更                ：無
②  ①以外の会計方針の変更                              ：無

（３）発行済株式数（普通株式）

※  決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です


